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（１）【貸借対照表】 

  前事業年度 当事業年度 

  (平成22年3月31日現在) (平成23年3月31日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  8,475  29,554

２ 立替金  5,999  9,810

３ 前払費用  792  840

４ 未収入金  1,458  37

５ 未収委託者報酬  1,559  36,622

６ 未収運用受託報酬  1,080  1,806

７ 未収その他報酬  3,348  3,150

８ 未収収益  1,669  173

９ 未収消費税  1,482  -

10 預け金  10,201  -

11 その他  -  28

流動資産合計  36,067  82,024

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1 1,216  743

 （１）器具備品  1,216 743 

２ 無形固定資産  1,245  582

 （１）電話加入権  52 52 

 （２）ソフトウエア  1,193 530 

３ 投資その他の資産  79,061  75,712

（１）投資有価証券 ※2 77,454 73,830 

（２）敷金  1,607 - 

（３）関係会社株式  - 1,881 

固定資産合計  81,524  77,038

Ⅲ 繰延資産   

 １ 入会金  1,000  -

  繰延資産合計  1,000  -

資産合計  118,591  159,063

 (負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 未払金 ※3 14,175  44,969

２ 預り金  10,256  311

３ 未払代行手数料 ※3 1,544  12,766

４ 未払費用  -  36,653

５ 未払配当金  1,088  -

６ 未払法人税等  2,064  1,320

７ 賞与引当金  -  1,680

８ その他  -  786

流動負債合計  29,129  98,488

負債合計  29,129  98,488

 



－  － 

 

        

78

  前事業年度 当事業年度 

  (平成22年3月31日現在) (平成23年3月31日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  280,000  280,000

２ 資本剰余金  77,924  77,924

（１）資本準備金  75,251 75,251 

（２）その他資本剰余金  2,672 2,672 

３ 利益剰余金  △268,462  △298,950

（１）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  △268,462 △298,950 

株主資本合計  89,461  58,973

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額
金 

 -  1,601

評価・換算差額等合計  -  1,601

純資産合計  89,461  60,575

負債及び純資産合計  118,591  159,063
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（２）【損益計算書】 

  
前事業年度 

(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業収益   

１ 委託者報酬  27,981  164,897

２ 運用受託報酬  12,375  13,695

３ 商品投資顧問料  -  15,855

４ その他営業収益  3,836  2,052

  営業収益合計  44,193  196,500

Ⅱ 営業費用   

１ 支払手数料 ※1 13,411  61,286

２ 広告宣伝費  1,582  260

３ 調査費  4,910  67,016

４ 委託計算費  13,261  9,579

５ 営業雑経費  8,118  19,111

（１） 通信費  1,242 5,756 

（２） 協会費  1,439 1,962 

（３） 印刷費  3,205 11,392 

（４） 情報費  2,230 - 

  営業費用合計  41,283  157,253

Ⅲ 一般管理費   

 １ 給料  65,400  97,060

（１） 役員報酬  11,032 10,800 

（２） 給料・手当  47,961 74,316 

（３） 賞与  - 4,900 

（４） 賞与引当金繰入額  - 1,680 

（５） 法定福利費  6,406 5,363 

２ 旅費交通費  512  5,976

３ 租税公課  2,800  2,082

４ 不動産賃借料  8,015  10,562

５ 減価償却費  1,159  1,075

６ 業務委託費  7,468  7,544

７ 諸経費  2,525  14,692

 一般管理費合計  87,880  138,995

営業損失（△）  △84,970  △99,748
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前事業年度 

(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅳ 営業外収益   

１ 投資有価証券利息  4,813  864

２ 受取利息  3  1

３ 雑収入   2  1,190

４ 為替差益  11,962  -

  営業外収益合計  16,781  2,055

Ⅴ 営業外費用   

１ 繰延資産償却  1,853  -

２ 為替差損  -  3,165

３ その他  -  1,496

  営業外費用合計  1,853  4,672

経常損失（△）  △70,042  △102,353

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  50  -

２ 経営支援益 ※4 -  75,460

３ その他  -  205

  特別利益合計  50  75,666

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※3 542  108

２ 投資有価証券売却損  2,970  414

３ 投資有価証券評価損  13,541  217

４ 関係会社株式評価損  -  2,770

  特別損失合計  17,054  3,511

税引前当期純損失（△）  △87,046  △30,198

法人税、住民税及び事業税  290  290

法人税等調整額  41,006  -

当期純損失（△）  △128,343  △30,488
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（３）【株主資本等変動計算書】 

 前事業年度 
(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日)

当事業年度 
(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日)

区分 金額（千円） 金額（千円） 

株主資本 

資本金 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

増資 

当事業年度中の変動額合計 

180,000

100,000

100,000

280,000

－

－

当期末残高 280,000 280,000

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

増資 

当事業年度中の変動額合計 

32,251

43,000

43,000

75,251

－

－

当期末残高 75,251 75,251

その他資本剰余金 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

増資 

当事業年度中の変動額合計 

－

2,672

2,672

2,672

－

－

当期末残高 2,672 2,672

資本剰余金合計 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

増資 

当事業年度中の変動額合計 

32,251

45,672

45,672

77,924

－

－

当期末残高 77,924 77,924

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

当期純損失（△） 

当事業年度中の変動額合計 

△140,119

△128,343

△128,343

△268,462

△30,488

△30,488

当期末残高 △268,462 △298,950
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 前事業年度 
(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日)

当事業年度 
(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日)

区分 金額（千円） 金額（千円） 

利益剰余金合計 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

当期純損失（△） 

当事業年度中の変動額合計 

△140,119

△128,343

△128,343

△268,462

△30,488

△30,488

当期末残高 △268,462 △298,950

株主資本合計 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

増資 

当期純損失（△） 

当事業年度中の変動額合計 

72,131

145,672

△128,343

17,330

89,461

－

△30,488

△30,488

当期末残高 89,461 58,973

 評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額（純額）

当事業年度中の変動額合計 

－

－

－

－

1,601

1,601

当期末残高 － 1,601

評価・換算差額等合計 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額（純額）

当事業年度中の変動額合計 

－

－

－

－

1,601

1,601

当期末残高 － 1,601

純資産合計 

前期末残高 

当事業年度中の変動額 

増資 

当期純損失（△） 

株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額（純額）

当事業年度中の変動額合計 

72,131

145,672

△128,343

－

17,330

89,461

－

△30,488

1,601

△28,886

当期末残高 89,461 60,575
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日) 

１ 有価証券の評価基準およ

び評価方法 

投資有価証券 

個別法による原価法 

（１）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

（２）その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により

算定）を採用しております。

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

 器具備品   4年～5年 

（追加情報） 

当社は、法人税法改正に伴い、平

成19年3月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の5％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の5％

相当額と備忘価額との差額を5年間

にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

この結果による損益への影響は

軽微です。 

 

無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに 

ついては、社内における利用可能期

間（5年）に基づいております。 

 

（１）有形固定資産（リース資産を除

く。） 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

器具備品  4年～5年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無形固定資産（リース資産を除

く。） 

同左 

 

 

 

３ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

同左 

４ 繰延資産の償却方法 入会金 

繰延資産として計上した入会金は、

譲渡不可能な権利金であるため資産

として繰延べ、5年均等償却しており

ます。 

 

－ 

 

５ 引当金の計上基準  

－ 

 

賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるた

め、支払見込額を計上しております。
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項目 
前事業年度 

(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日) 

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

（追加情報） 

合併により課税業者になったため、

当期より税抜方式によって処理してお

ります。 

 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

  
 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成22年3月31日現在) 

当事業年度 
(平成23年3月31日現在) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

器具備品     12,281千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

器具備品     9,286千円 

 

※２．投資有価証券のうち、国債10,000千円を宅地建物

取引業に係る営業保証金として供託しておりま

す。 

※３．関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

未払金      42,762千円 

未払代行手数料   6,112千円 

 



－  － 

 

        

85

（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日) 

  

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含

まれております。 

支払手数料  863千円 

 

 

支払手数料  30,983千円 

 

 

※２．役員報酬額の範囲額 

    取締役 年額    60,000千円 

  監査役 年額     5,000千円 

 

 

 

※３．固定資産除却損の内容は次の通りであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次の通りであります。

器具備品      542千円 

 

器具備品      108千円 

 

 
※４．経営支援益は、当社の純資産額を一定水準に

維持し、財務基盤の安定化を図るための親会

社であるキャピタル・パートナーズ証券株式

会社からの支援であります。 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

 

前事業年度(自 平成21年4月１日 至 平成22年3月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数 

（株） 

当事業年度 

減少株式数 

（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 1,800 6,905 － 8,705

優先株式 1,600 － － 1,600

合計 3,400 6,905 － 10,305

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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当事業年度(自 平成22年4月１日 至 平成23年3月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数 

（株） 

当事業年度 

減少株式数 

（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 8,705 － － 8,705

優先株式 1,600 － － 1,600

合計 10,305 － － 10,305

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

当事業年度 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

ファイナンス・リース取引の内容は次の通りであります。 

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び当事業年度 

   残高相当額                      （単位：千円） 

 取得価額相当額 
減価償却累計額 

相当額 

当事業年度 

残高相当額 

コピー複合機一式 2,743 1,600 1,143 

合計 2,743 1,600 1,143 

（２）未経過リース料当事業年度残高相当額 

     １年内   560千円 

     １年超   620千円 

      合計  1,180千円 

（３）支払リース料、減価償却費用相当額及び支払利息相当額 

     支払リース料    579千円 

     減価償却費相当額  548千円 

     支払利息相当額    31千円 

（４）減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法 

    減価償却費相当額の算定方法 

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

    利息相当額の算定方法 

     リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期 

    への分配方法については、利息法によっております。 

 

(金融商品に関する注記) 

前事業年度(平成22年3月31日現在) 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に関する取組方針 

当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定し、親会社等からの出資を募って資金調達を行っていま

す。銀行借入れによる調達は行っておりません。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権は、契約により決定された委託報酬及び運用受託報酬等の期末未収分の形状に限定されるため、

信用リスクに晒されることはありません。 

投資有価証券は、経営方針に基づき投資及び売却を行っており、外貨運用も含まれるため、為替の変動

リスク及び時価の変動リスクにも晒されています。 

（３）金融商品にかかるリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行にかかるリスク）の管理 

当社の場合、営業債権は契約により金額が決定されるため、滞留債権が発生することはなく、営業債権

について信用リスクに晒されることはありません。 
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② 市場リスク（為替や金利などの変動リスク）の管理 

当社は、投資有価証券の中に外貨運用が含まれるため、これに関する為替リスクについては、日々の動

きを観察し、ヘッジ取引の実行も検討することがあります。 

③ 資金調達にかかる流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、銀行借入による資金調達を行っておらず、親会社を含めた投資家からの出資に依存して資金調

達を行います。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な

施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれています。当該価額の算定においては変動原因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することはあり得ます。 

 

２．金融商品の時価などに関する事項 

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。 

  （単位：千円） 

種類 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金 8,475 8,475 － 

（２）未収収益 7,658 7,658 － 

（３）未収入金 1,458 1,458 － 

（４）投資有価証券 77,454 77,454 － 

資 産 計 95,046 95,046 － 

（１）未払金 14,083 14,083 － 

（２）未払配当金 1,088 1,088 － 

（３）未払法人税等 701 701 － 

（４）未払事業税等 1,363 1,363 － 

（５）未払手数料 1,544 1,544 － 

（６）預り金 10,256 10,256 － 

負 債 計 39,294 39,294 － 

デリバティブ取引 － － － 

 

１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

 資 産 

 現金及び預金、未収収益及び未収入金は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっています。 

 投資有価証券は、銘柄別に時価の把握が可能であるため、当該時価によっています。 

負 債 

 未払金、未払配当金、未払法人税等、未払事業税等、未払手数料及び預り金は、短期間で決済されるもので

あるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。 

デリバティブ取引 
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該当事項はありません。 

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区 分 貸借対照表計上額（千円） 

敷 金 1,607 

 

（追加情報） 

前事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しています。 

 

当事業年度(平成23年3月31日現在) 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に関する取組方針 

当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当事業年度においては新規の出資による

資金調達は行っておりません。また、当事業年度において銀行借入れによる調達も行っておりません。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権は、契約により決定された委託報酬及び運用受託報酬等の期末未収分の計上に限定されるため、

信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。 

投資有価証券は、経営方針に基づき投資及び売却を行っており、外貨運用も含まれるため、為替の変動

リスク及び時価の変動リスクにも晒されています。 

（３）金融商品にかかるリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行にかかるリスク）の管理 

当社の場合、営業債権は契約により金額が決定されるため、滞留債権が発生することはほとんどなく、

営業債権について信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。 

② 市場リスク（為替や金利などの変動リスク）の管理 

当社は、投資信託財産の為替変動リスクの回避又は効率的運用を図るため、外国為替の売買の予約を行

うことができるものとし、その取扱いについては、投資信託約款及び社内規程において定めるところによ

るものとします。 

③ 資金調達にかかる流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、銀行借入による資金調達を行っておらず、親会社を含めた投資家からの出資に依存して資金調

達を行います。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な

施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれています。当該価額の算定においては変動原因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することはあり得ます。 

 

２．金融商品の時価などに関する事項 

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。 
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  （単位：千円） 

種類 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金 29,554 29,554 － 

（２）未収委託者報酬 

（３）未収運用受託報酬 

（４）未収その他報酬 

（５）未収収益 

36,622

1,806

3,150

173

36,622

1,806

3,150

173

－ 

－ 

－ 

－ 

（６）未収入金 37 37 － 

（７）投資有価証券 73,830 73,830 － 

（８）未払金 (44,969) (44,969) － 

（９）未払代行手数料 (12,766) (12,766)  

（10）未払費用 (36,653) (36,653) － 

(*1)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収その他報酬、(5)未収収益、並びに(6)

未収入金 

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい

ます。 

(7)投資有価証券 

銘柄別に時価の把握が可能であるため、当該時価によっています。 

(8)未払金、(9)未払代行手数料及び(10)未払費用 

これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 （単位：千円）

 貸借対照表計上額 

（１）その他有価証券 

非上場株式 

（２）関係会社株式 

子会社株式 

 

0 

 

1,881 

合計 1,881 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(7)投資有

価証券」には含めておりません。 

 



－  － 

 

        

91

(有価証券関係) 

前事業年度(平成22年3月31日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

   （単位：千円） 

 種類 取得原価 貸借対照表価額 差額 

（１）株式 － － － 

（２）債券 － － － 

（３）その他 21,625 22,048 422 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 
小計 21,625 22,048 422 

（１）株式 － － － 

（２）債券 － － － 

（３）その他 69,370 55,406 △13,964 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 
小計 69,370 55,406 △13,964 

計 90,995 77,454 △13,541 

 

２．時価評価されていない有価証券 

   該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成23年3月31日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

   （単位：千円） 

 種類 取得原価 貸借対照表価額 差額 

（１）株式 － － － 

（２）債券 18,585 19,022 437 

（３）その他 14,577 14,581 4 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 
小計 33,162 33,603 441 

（１）株式 － － － 

（２）債券 42,119 40,227 △1,892 

（３）その他 － － － 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 
小計 42,119 40,227 △1,892 

計 75,281 73,830 △1,451 

 

２．当事業年度に売却したその他有価証券 

   （単位：千円） 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

投資有価証券 7,033 114 528 



－  － 

 

        

92

３．時価評価されていない有価証券 

 （単位：千円）

 貸借対照表計上額 

（１）その他有価証券 

非上場株式 

（２）関係会社株式 

子会社株式 

 

0 

 

1,881 

合計 1,881 

 （注）減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはす

べて減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。当事業年度末においては、2,988千円（非上場株式217千円、

子会社株式2,770千円）を減損処理しております。 

 

 

(税効果会計関係) 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日) 

 

１ 繰延税金資産の発生の主

な原因別の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果

会計適用後の法人税等

との間に重要な差異が

あるときの、当該差異の

原因となった主要な項

目別の内訳 

 

 

繰延税金資産は、当期において全額取り

崩しております。 

 

単位：千円 

繰延税金資産 

 賞与引当金          683

未払事業税          419

関係会社株式評価損     1,483

投資有価証券評価損     7,065 

 繰越欠損金        195,369

繰延税金資産合計      205,020

評価性引当金       △205,020

繰延税金資産           0

 

 

税引前当期純損失を計上しているため

記載しておりません。 

 

 

 

（セグメント情報等) 

セグメント情報 

  当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

   当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

関連情報 

  当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 １．サービスごとの情報 
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    （単位：千円） 

 投資運用業 商品投資顧問業 その他 合計 

外部顧客への売上高 178,593 15,855 2,052 196,500 

 

 ２．地域ごとの情報 

（１）営業収益 

   （単位：千円） 

日本 ケイマン諸島 その他 合計 

168,583 25,865 2,052 196,500 

 

  （２）有形固定資産 

      本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額 

     の90％を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。 

 

 ３．主要な顧客ごとの情報 

  （単位：千円） 

投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類 

ヒューミント・ 

エジプト株式オープン 
16,955 投資運用業 

フィリピン株ファンド 15,815 投資運用業 

南アフリカ株ファンド 13,817 投資運用業 

ドラゴン・キャピタル・ 

ベトナムファンド 
89,871 投資運用業 

 

  （単位：千円） 

顧客の氏名又は名称 営業収益 関連するサービスの種類 

リアル・エステート・ 

プロパティー・リミテッド 
10,010 投資運用業 

 

（追加情報） 

 当事業年度（自 平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年３月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 
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(関連当事者との取引) 

 

前事業年度(自 平成21年4月１日 至 平成22年3月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金 
(百万円) 

事業の
内容 

又は職業

議決権等の
被所有割合

(％) 役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の 
内容 

取引 
金額 
(千円) 

科目 
期末 
残高 

(千円)

親会社 
キャピタル・パ
ートナーズ証券
㈱ 

東京都 
中央区 

2,850 
金融商品
取扱会社

94.4 あり 業務受託
証券代行
手数料 

863 
支払 

手数料 
863 

(注) １ 取引金額には消費税等は含んでおりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。 

２ 子会社等 

該当事項はありません。 

３ 兄弟会社等 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成22年4月１日 至 平成23年3月31日) 

1. 関連当事者との取引 

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 

属性種類 
会社等の 

名称又は氏名 
所在地住所 

資本金 
 (百万円) 

事業の
内容
又は職
業 

議決権等の
被所有 

割合(％被
所有割合)

事業上関
連当事者

と 
の関係

取引の 
内容 

取引 
金額 

(千円)
科目 

期末 
残高 
(千円)

証券代行
手数料の支

払 
30,983

 
未払代行 
手数料 

 

6,112 

備品の 
レンタル

 
 1,416

 
未払金 42,762

親会社 
キャピタル・パ
ートナーズ証券
㈱ 

東京都 
中央区 

2,850 
金融商
品取扱
会社

82.9 業務受託

経営支援 75,460   

(注) １ 取引金額には消費税等は含んでおりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。 

 

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

キャピタル・パートナーズ・ホールディングス株式会社（非上場） 

キャピタル・パートナーズ証券株式会社（非上場） 

 

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

前事業年度(自 平成21年4月１日 至 平成22年3月31日) 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日) 

１株当たり純資産額 8,681円39銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△) △12,454円44銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

(注) １株当たり当期純資産額の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年4月１日 
 至 平成22年3月31日)

純資産の部の合計額(千円) 89,461

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) －

株式に係る期末の純資産額(千円) 89,461

期末の株式数(株) 10,305

(注) １株当たり当期純利益及び当期純損失の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年4月１日 
 至 平成22年3月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △128,343

株主に帰属しない金額(千円) －

株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △128,343

期末の株式数(株) 10,305
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当事業年度(自 平成22年4月１日 至 平成23年3月31日) 

 

項目 
当事業年度 

(自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日) 

１株当たり純資産額 △4,529円00銭

１株当たり当期純損失（△） △3,961円86銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 

 

 (注) １株当たり当事業年度純資産額の算定上の基礎 

項目 
当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 60,575 

普通株式以外に帰属する純資産合計額（千円） 100,000 

 優先株式の払込出資額（千円） 80,000 

 優先株式の累積要配当額（平成22年３月分）(千円) 16,000 

 優先株式の累積要配当額（平成23年３月分）(千円) 4,000 

普通株式に係る当事業年度末の純資産額(千円) △39,424 

普通株式の当事業年度末株式数(株) 8,705 

 

  (注) １株当たり当期純利益及び当期純損失の算定上の基礎 

項目 
当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △30,488 

普通株式以外に帰属する純利益(千円) 4,000 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △34,488 

普通株式の当期平均株式数(株) 8,705 

 

 

(重要な後発事象) 

該当ありません。 
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４【利害関係人との取引制限】 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲

げる行為が禁止されています。 

① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行

うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失

墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、

もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし

て内閣府令で定めるものを除きます。)。 

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取

引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい

ます。以下、④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を

保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と

して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引

または店頭デリバティブ取引を行うこと。 

④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を

行うこと。 

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、

投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる

おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。 

 

５【その他】 

① 定款の変更等 

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 

② 訴訟事件その他重要事項 

該当事項はありません。 
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【ヒューミント・エジプト株式オープン】 
運用の基本方針 

 
信託約款第 17 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 
１．基本方針 

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として、ファンド・オブ・ファンズ

形式で運用を行います。 
 
２．運用方法 
（１） 投資対象 

投資信託証券（外国投資法人の投資証券および証券投資信託の受益証券をいいます。以下同じ。）

を主要投資対象とします。 
（２） 投資態度 

① 主として外国投資法人「コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント」の

円建投資証券への投資を通じて、エジプトの証券取引所に上場されている株式（これに準ずる

ものを含みます。）に実質的な投資を行います。また、一部、証券投資信託であるヒューミン

ト・日本債券マザーファンドの投資信託受益証券に投資します。 
② 資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合や、この投資信託

の投資目的が達成されない場合があります。 
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
④ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において、一部解約金等

の支払資金に不足が生じるときは、資金の借入れを行うことができます。 
（３） 投資制限 

① 株式への直接投資は行いません。 
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
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３．収益分配方針 
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 

① 収益分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。 
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対

象収益額が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。 
③ 留保益の運用は、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行うこ

とを基本とします。 
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追加型証券投資信託 

【ヒューミント・エジプト株式オープン】 

約 款 

 
【信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託】  

第１条  この信託は、証券投資信託であり、キャピタル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、

住友信託銀行株式会社を受託者とします。 
  ② この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号（以下「信託法」といいます。））の適用を受けます。 
   ③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務処理の一部について、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受

けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項

にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条におい

て同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 
  ④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない

場合に行うものとします。 
【信託の目的、金額および追加信託金の限度額】 

第２条  委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれ

を引き受けます。 
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 

  ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 
【信託期間】 

第３条   この信託の期間は、信託契約締結日から第39条第1項および同条第2項、第40条第１項、第41条
第1項ならびに第43条第2項の規定による信託終了の日までとします。 

【受益権の取得申込の勧誘の種類】 

第４条  この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合

に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行わ

れます。 
【当初の受益者】 

第５条  この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と

し、第 6 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し

ます。 
【受益権の分割および再分割】  

第６条  委託者は、第 2 条第 1 項の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信託によ

って生じた受益権については、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等

に分割します。 
  ② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）

に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 
【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第７条  追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数

を乗じた額とします。 
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② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きま

す。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評

価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）

を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有

価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の

円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算

します。 
③ 第 19 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場

の仲値によって計算します。 
【信託日時の異なる受益権の内容】  

第８条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
【受益権の帰属と受益証券の不発行】  

第９条  この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者

があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規

定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管

理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」

といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。（以下、振替口座簿

に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。） 
 ② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消され

た場合、または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存

在しない場合、その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。なお、委託者がやむを得ない事情がある場合に発行する受益証券は記名式のみを発

行し、無記名式受益証券は発行しません。また、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により

受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 
  ③ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな

記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機

関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替

口座簿への新たな記載または記録を行います。 
【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第10条  受託者は、第２条第１項の規定による受益権については信託契約締結日に、追加信託により生

じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に

係る信託を設定した旨の通知を行います。 
【受益権の申込単位および価額】 

第11条  委託者の指定する販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種

金融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金

融機関をいいます。以下同じ。）は、第６条第１項の規定により分割された受益権を、その取得申

込者に対し、最低単位を１円単位または１口単位として、委託者の指定する販売会社がそれぞれ

委託者の承認を得て定める単位をもって取得申込みに応ずることができるものとします。ただし、

委託者の指定する販売会社は、別に定める自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務関

係を規定する約款等を含むものとします。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいま
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す。）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるもの

とします。 
② 前項の取得申込者は、委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自

己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、

当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指

定する販売会社は、当該取得申込の代金（第３項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じ

て得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記

載または記録を行うことができます。 
③ 第１項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に第4項に規定する手数料および当該

手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算し

た価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1口につき

1円に、第4項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額

とします。 
④ 前項の手数料の額は、取得申込日の翌営業日の基準価額（信託契約締結日前の取得申込について

は 1 口につき 1 円とします。）に、3.15%（税抜 3.0%）以内で委託者の指定する販売会社がそれ

ぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額とします。 
⑤ 第 3 項の規定にかかわらず、収益分配金の再投資に係る場合の受益権の価額は第 29 条に規定する

各計算期間終了日の基準価額とします。 
⑥ 委託者の指定する販売会社はエジプトの証券取引所の休業日、エジプト、アイルランドおよびニュ

ーヨークの銀行休業日には、第 1 項による受益権の取得の申込みに応じないものとします。 
⑦ 第１項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定す

る金融商品取引所および同法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」とい

い、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５

号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）に

おける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危

機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデタ

ーや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決

済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託者が判断したときは、受益権の取得申込

みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みを取り消すことができるものとします。

ただし、取得申込者がその取得申込を撤回しない場合には、第３項の規定にかかわらず当該受付け

中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとして取扱います。 
【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

第12条  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 
②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また

は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に

は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）

に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行わ

れるよう通知するものとします。 
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③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な

る場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、

振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 
【受益権の譲渡の対抗要件】 

第１３条  受益権の譲渡は、前条の規定による振替先口座簿への記載または記録によらなければ、委託者

および受託者に対抗することができません。 
【投資の対象とする資産の種類】 

第14条  この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 
    １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項の

規定によるものをいいます。以下同じ。） 
（１）有価証券 
（２）金銭債権 
（３）約束手形 

     ２．次に掲げる特定資産以外の資産 
    （１）為替手形 
【有価証券および金融商品の指図範囲等】  

第15条 委託者は、信託金を、主として外国投資法人「コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・

ヒューミント」の円建投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）お

よびキャピタル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とし

て締結された親投資信託「ヒューミント・日本債券マザーファンド」の受益証券（金融商品取引法

第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）（両者を併せ、以下「投資信託証券」といいます。）

のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号

に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 
１．国債証券 
２．地方債証券 
３．特別の法律により法人の発行する債券 
４．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き

ます。） 
５．コマーシャル・ペーパー 
６．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも

の 
なお、第 1 号から第 4 号までの証券または証書および第 6 号の証券または証書のうち第 1 号か

ら第 4 号までの証券または証書の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用

の指図は短期社債等への投資ならびに買現先取引（売戻条件付買入れ）および債券貸借取引（現

金担保付借入れ）に限り行うことができます。 
② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者

が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す

ることの指図ができます。 
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１．預金 
２．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 
３．コール・ローン 
４．手形割引市場において売買される手形 
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

【利害関係人等との取引等】 

第16条   受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、

受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該

第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関

係人をいいます。以下本項、次項および第20条において同じ。）第20条第１項に定める信託業務の

委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産

への投資等ならびに第19条、第24条および第25条に掲げる取引その他これらに類する行為を行う

ことができます。 
  ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことが

できる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができる

ものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 
  ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場

合には、信託財産と委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法

第 31 条の 4 第 5 項および同条第 6 項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委

託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第 19 条、

第 24 条および第 25 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで

き、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができ

ます。 
   ④  前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第３項および同法第 32 条

第３項の通知は行いません。 
【運用の基本方針】 

第17条    委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図

を行います。 
【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】 

第18条  外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 

【外国為替予約の指図】 

第19条  委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為

替の売買の予約取引の指図をすることができます。 
    ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ

き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 
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ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図

については、この限りではありません。 
  ③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する

為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 
【信託業務の委託等】 

第 20条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1項に定める信

託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者（受託者の利害関係人を含

みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

      ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められ

ること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分す 

る等の管理を行う体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合

していることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める

者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行

為に係る業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

【投資信託証券の登録の管理】 

第21条  信託財産に属する外国投資信託の受益証券については、受託者名義で当該外国投資信託の受益

証券の管理会社において登録され、当該外国投資信託の受益証券の発行国または当該管理会社が

所在する国内の諸法令および慣例ならびに当該管理会社の諸規則にしたがって管理させることが

できます。 
【混蔵寄託】 

第22条    金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取

引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下

本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引に

より取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品

取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄

託できるものとします。 
【信託財産の登記等および記載等の留保等】 

第23条  信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま

す。 
   ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のため委託者または受託者が必要と認めるときは、
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速やかに登記または登録をするものとします。 
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属

する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理す

るものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別し

て管理することがあります。 
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算

を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 
【一部解約の請求および有価証券売却等の指図】 

第24条  委託者は、信託財産に属する投資信託証券の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および

信託財産に属する有価証券の売却等の指図をすることができます。 
【再投資の指図】 

第25条  委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等

に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図をすることができます。 
【資金の借入れ】 

第26条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払

資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と

して、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ（コール市場

を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等

の運用は行わないものとします。 
  ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 
    １．一部解約に伴う支払資金の手当にあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った

有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定

している資金の額の範囲内 
    ２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当にあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 
    ３．借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内 
  ③ 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産

で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合

の当該期間とします。 
  ④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当のための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁

される日からその翌営業日までとします。 
⑤  借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

【損益の帰属】 

第27条   委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し

ます。 
【受託者による資金の立替】 

第28条   信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者

は資金の立替えをすることができます。 
  ②  信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、
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信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産

に繰り入れることができます。 
  ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者の協議によりそのつど別にこれを

定めます。 
【信託の計算期間】 

 第29条  この信託の計算期間は、毎年3月21日から翌年3月20日までとすることを原則とします。ただし、

第１計算期間は、信託契約締結日から平成20年３月21日までとします。 
   ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下、本項において「該

当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より

次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に規定する

信託終了の日とします。 
【信託財産に関する報告等】 

第30条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、 
これを委託者に提出します。 

  ②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 
  ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第３項に定める報告は

行わないこととします。 
④  受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこと

ができない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそ

れのない情報を除き、信託法第 38 条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできない

ものとします。 
⑤  この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはで

きません。 
１．他の受益者の氏名または名称および住所 
２．他の受益者が有する受益権の内容 

【信託事務の諸費用および監査費用】 

第31条  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息（以

下「諸経費」といいます。）、信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当

する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 
②  前項に規定する信託財産に係る監査費用は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財

産の純資産総額に年 10,000 分の 0.5 の率を乗じて計算し、第 32 条第２項に規定する信託報酬支

弁のときに信託財産中から支弁します。 
③ 前項の監査費用に係る消費税等に相当する金額を、第 32 条第２項に規定する信託報酬支弁のと

きに信託財産中から支弁します。 
④  信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利、その他の権利に基づいて

益金が生じた場合、当該支払に際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、

受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 
【信託報酬の額および支弁の方法】 

第32条   委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産
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の純資産総額に年10,000分の145の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定

めます。 
  ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日のときは、その翌営

業日を６ヵ月終了日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁する

ものとします。 
  ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信 託財産中から支弁

します。 
【収益の分配方式】 

第33条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 
１．信託財産に属する配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額をい

います。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属する

とみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、監査費用、

当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に

相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の

分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 
２．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売

買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信

託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、

その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 
②  前項第 1 号および第 2 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配

当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ

ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 
③  毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第34条  収益分配金は、毎計算期間終了日１カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に

おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算

期間末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配

金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する

販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 
    ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の

翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定

する販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。

当該売付けにより増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または

記録されます。 

③  償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下

同じ。）は、信託終了日後１カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた
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受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金

支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、

原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の

口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお

いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
④ 一部解約金は、第 37 条第１項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として７営業日目

から当該受益者に支払います。 
⑤  前各項（第 2 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払は、委託者

の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。 
⑥  収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受

益権の価額等に応じて計算されるものとします。 
⑦  前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信

託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平

均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の

受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど

当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 
【収益分配金および償還金の時効】 
第35条  受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払を請求

しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支払開始日から10

年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者

に帰属します。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責】 

第36条  受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金に

ついては第34条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第34条第４項に規定

する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約

金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 
【信託契約の一部解約】 

第37条  受益者（委託者の指定する販売会社を含みます。以下本条において同じ。）は、自己に帰属する

受益権につき、委託者に、委託者の指定する販売会社がそれぞれ委託者の承認を得て定める単位

をもって一部解約の実行を請求することができます。 
② 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に

対し、振替受益権をもって行うものとします。 
③  委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま

す。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関

等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該

一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、

当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
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0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 
  ⑤ 委託者は、エジプトの証券取引所の休業日、エジプト、アイルランドおよびニューヨークの銀行

休業日には、第 1 項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。 
⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対

象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、

税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または

流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託者

が判断したときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付

けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に

行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし受益者がその一部解約の実行の請求

を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第４項の規定に準じて算出した

価額とします。 
【質権口記載または記録の受益権の取扱い】 

第38条  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払

い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約

款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 
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【信託契約の解約】 

第39条   委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると

認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が５億口を下回ることとなった

とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする

旨を監督官庁に届け出ます。 
  ②  委託者は、この信託が投資対象とする投資信託証券に係る外国投資法人が、その信託を終了する

ことになる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで

きるものとし、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
③  委託者は、前２項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。

この場合において、あらかじめ書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当

該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれ

らの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
④  前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が属

するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益

権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が

議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま

す。 
⑤  第３項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の

議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行います。 
⑥  第３項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該

提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示

をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて

いる場合であって、第３項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが、困

難な場合には適用しません。 
【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第40条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信

託契約を解約し、信託を終了させます。 
  ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 44 条の規定に

したがいます。 
【委託者の登録取消等に伴う取扱】 

第41条  委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会

社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 44条第 2項の書面決議で否決された場合を除き、

当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱】 

第42条   委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する

事業を譲渡することがあります。 
  ②  委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契

約に関する事業を承継させることがあります。 
【受託者の辞任および解任に伴う取扱】 

第43条   受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違

反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託者または受益者
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は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が

受託者を解任した場合、委託者は、第44条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益

者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 
  ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
【信託約款の変更等】 

第44条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託との併合（投資

信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい

ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およ

びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本条に定める以外の方法によって

変更することができないものとします。 
  ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り

ます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行いま

す。この場合において、あらかじめ書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理

由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対

し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
  ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が属す

るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。 
以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま

す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議に

ついて賛成するものとみなします。 
  ④ 第２項の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議

決権の 3 分の２以上にあたる多数をもって行います。 
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。 
⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当

該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示

をしたときには適用しません。 
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、

当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当

該他の投資信託との併合を行うことはできません。 
【反対者の買取請求権】 

第45条  第39条に規定する信託契約の解約、または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、

書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己

に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求

権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第39条第３項または前条第２項に規定する書

面に付記します。 
【公 告】 

第 46 条  委託会社が受益者に対して行う公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.capital-am.co.jp/ 
② 前項の規定にかかわらず、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない

事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載します。 
【信託約款に関する疑義の取扱】 

第47条  この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により、その取扱い

を定めます。 
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上記条項により信託契約を締結します。 
 
平成１９年１２月１８日 
 

 
委託者 東京都中央区日本橋茅場町三丁目 7 番 2 号 

  ヒューミント投資顧問株式会社 
 

 
受託者 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番 33 号 

住友信託銀行株式会社 
 




